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研究成果の概要（和文）：本研究は(1) 修復的正義の応用変化型の一つである被害者インパクト
パネルの考えに依拠して、施設側と、この教育プログラムに従事する犯罪被害者側とから得ら

れた調査票回答データを用いて我が国の刑務所、少年院で実践されている「被害者視点を取り

入れた教育」の現状と課題を分析し、(2)犯罪被害者を対象に調査票により自分の相手加害者に
対する認知、自分と相手加害者との関係の将来展望を探究した。この教育は始めたばかりで固

まっていないから、逆説的に言えば VIP型の教育方式の方向に成長・発展する余地を含んでい
ると解される。被害者と加害者とのあいだを建設的関係に変容するのは容易ではないが、回答

パターンのなかにその可能性の萌芽が表れていると思われる。 

研究成果の概要（英文）：By referring to the victim impact panel (VIP) which is one of 
varieties of restorative practices, this study aims 1) to make an analysis of “an educational 
program adopting the point of view of the crime victim” which is implemented at juvenile 
reformatories and prisons in Japan by using the responses to the questionnaires obtained 
from all the prisons and from the crime victims who attend this program and speak their 
mind and opinions, 2) to explore by using the questionnaires the victims’ perceptions of 
their offender and an image of what they want victim-offender relations to be like in the 
future. Paradoxically speaking, the current program may be considered to have the 
potential to grow into the rather genuine VIP because the program has been just initiated 
and not settled yet into a definite strategy. It is not an easy task for crime victims to 
transform the destructive relations with their offender into the whole relations, but an 
early sign of the transformation seems to be indicated in a pattern of their responses. 
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１．研究開始当初の背景 
(1)重大犯罪が起こった時，犯人に極刑を望
む、犯人を一生刑務所に閉じ込めたいという
被害者の声がメディアに載る。世論、メディ
ア論調、政治家の言説もその線上に乗って展
開されるのが常道になっている。この刑罰的
大衆主義（penal populism）は厳罰を志向す
るが、それで非常事態を解決するとは思われ
ず、問題を却って深刻化するだけに終わるだ
ろう。でも人々は一般に厳罰を好む。その辺
は被害者感情の厳しさとは区別して考える
べきである。 
 
(2)現行の刑事司法システムでは基本的に犯
罪被害者と加害者は分離・遮断されており、
仮に被害者が裁判に参加しても「見れども見
えず」、「聞けども聞こえず」、「知れども知ら
れず」の状態にある。被告人である加害者も
法廷の雰囲気に押されて被害者の発言を的
確に捉えることなく法廷時間は経過する。法
廷は相手の人間性を知ろうとする有効適切
な機会として機能するよりも、非難、詰問、
反論、茫然自失、見せかけの反省の場として
機能すると思われるが、人は法廷に過剰期待
する。 
 
(3)悪行は、現行刑事司法制度では、刑法と
いう国家秩序の法体系の侵犯、「つまり犯罪」、
「そこで刑罰」と連鎖的に対処され、被害者
-犯罪者関係の破壊とはみなされないのが通
常である。今回の我々研究チームは関係論に
立ち、人と人との関係が壊されたと見、被害
者は加害者によって支配され無力化された
と考える。被害者の回復は（加害者の回復を
も視野に入れながら）、支配-被支配の関係か
ら脱して、活力ある、共感性の豊かな自分を
再発見することにある。 
 
２．研究の目的 
本研究は，犯罪被害者と加害者双方が報復、
不信感、恐怖、嫌悪、忌避、虚脱の深淵、悲
哀の沈殿、自棄、破滅感（以下、否定的感情
と言う）から脱し、否定的感情に対抗してプ
ラスの意識に転じ、徐々にではあっても建設
的な関係秩序を創る道を探求することを目
的とする。建設的関係秩序とは被害者加害者
の双方が相手を人間として理解し（怪物視し
ないことを意味する）、人間として認め（相
互に相手を人格的に侮辱しないことを意味
する）、相互に責任を負い（被害者が加害者
に責任を負わせるだけに終わらず、被害者も
ある種の責任を負う）、償いを果たし、活力
を取り戻せる（エンパワーする）関係をいう。
端的に言えば修復的正義の関係である。この
関係の新たな構築は犯罪被害者と加害者を
含む関係当事者が対面対話を交換すること
（その過程には解釈、意味づけ、確認し合い、

自己環境の再構成がある）で達成されるが、
具体的には家族集団会話協議、被害者インパ
クトパネル（当該被害者加害者の直接対面対
話ではなく、一般的被害者と加害者が対話、
講話するプログラム。修復的司法の応用変化
型の一つ。以下 VIP という）、修復的調停な
どの修復的アプローチによってである。今回
の研究ではVIPを中心に分析する。 
 
３．研究の方法 
研究目的に沿って以下の方法で実証的デー
タを収集する。 
 
(1)国内外の現地聴取による調査。国内は、
東京家庭裁判所、法務省矯正局、管下の刑務
所、少年院を訪問し、VIPの現状と課題につ
いて聞き取り調査を行う。海外は合衆国、ワ
シントン州の「飲酒運転を阻止する母の会
（MADD）」、ニュージーランドの「モミの木計
画（STP）」を現地調査する。 
 
(2)法務省矯正局が提唱している「被害者視
点を取り入れた教育（以下視点教育と言う）」
をＮＰＯ法人「被害者加害者対話の会運営セ
ンター（以下、対話の会）」が対面対話方式
の観点から新たにプログラム化して少年院
に赴いて実施しているので、当事者から実施
状況を聴き取り調査する。 
 
(3)犯罪被害者に対する面接聴き取り調査。
矯正施設に出向いて講話活動などを行って
いる人を対象に調査票に基づいて聴取する。
調査票は①講話活動の実態と意識、②自分の
相手の加害者に対する認知、③被害者－加害
者関係の将来展望を聞く部分から成る。②に
ついては「１敵である」から始まり「２５相
手の反省、改悛は本物ではない」に至る２５
の記述を示して、肯定から否定への５段階評
定を求めた。③については「１毎年きちんと
お花代が相手から送られてくる」から「２６
相手のことなど何も関係ない」に至る２６問
を示して、「そうありたい、そうあってほし
い」から「そうでありたくない、そうあって
ほしくない」への５段階評定を求めた。 
 
(4)「視点教育」の現状と課題について全国
の刑務所を対象に質問紙調査を実施する。 
 
(5)犯罪被害者に対する郵送式質問紙調査。
内閣府登録の自助グループ、都道府県の被害
者支援センターに調査協力依頼状を発送し、
応諾した団体に調査票（前記(3)と同じもの）
を郵送した。回答票は各人が投函する方法で
回収された。有効回答数は４０である。 
 
(6)その他 
a)関東地方更生保護委員会より委員を招い



 

 

て被害者意見聴取制度の現状を聴き取る。 
b)地域にあって犯罪後の、被害者－加害者関
係の建設的発展を念頭に弁護士活動をして
いるＭ氏に対する面接聴き取り調査する。 
 
４．研究成果 
  修復的正義の真正な実践はカンファレン
スやサークルの類であるのに対してVIPは代
替的実践である。英米でのVIP（英国ではVOP
と称する）は変化型が多くあり、世界各地で
行われている。 
a)合衆国に本部を置く刑務所協会が組織
する STP は司会進行役を交えて 4-10 人の被
害者と、同数の無関係な受刑者が集まって話
し合いの場を設定し、それぞれの持つ否定的
感情を克服して、犯罪/被害問題の解決に対
する物心両面のヒントを得てエンパワーさ
れる過程である。模擬の手紙を書くことも学
習するが、加害者のみでなく被害者も相手に
手紙を書くことを練習する。STP は、受刑者
側の態度変容、出所後の生活再建だけでなく、
被害者側の恐怖感の除去、共感的理解の促進、
精神的安定をも目指す。この点は日本の法務
省の「視点教育」が専ら受刑者の再犯防止、
生活再建を目指しているのと異なる。 
b)合衆国の MADD は、一つの活動形態とし
て刑務所に出向き、聴衆としての受刑者に交
通事故防止の必要を講演する。小グループで
の討議はプログラムに組み込まれておらず、
講演直後の短い質疑応答、講演散会後の非公
式な質疑は可能のようである。 
 
(1)現在日本の刑務所で行っている「視点教
育」プログラムについて質問紙調査を実施し、
６９庁から有効回答を得た。「視点教育」は
一般改善指導、特別改善指導の中で行われ、
それぞれ M0、M4 と名称が付けられていて、
私見ではVIPの変化型とみなされるが、そこ
に外部協力者の範疇で犯罪被害者が招かれ
るケースは多くなく（外部者全体の３割程度、
その理由は近在に被害者を見つけて依頼す
ることが極めて困難なため）、教材として矯
正局作成の被害者心情のビデオ、被害者の手
記、新聞記事が多く使われている。殆ど多く
の刑務所で実施上の困難を感じている（「視
点教育」の歴史が浅いから妥当な回答であろ
う）。それは①受刑者の参加の意欲を高めら
れないこと、②実績や理解の不足から来る職
員側の自信のなさ、③被害者の実態が分から
ないことなどに起因するようである。注目さ
れるのはプログラム実施の結果、受刑者の心
情の不安定がもたらされると指摘する刑務
所が２０％程あることである。このようにし
て我々が仮に「視点教育」をVIPと枠づけて
もかなり薄められたVIPと言える。 
 
(2)少年院における「視点教育」は期間を区

切ることなく、入院から仮退院までの全期間
を通じて行われるから、刑務所のような
M0,M4の区別はない。 
 
(3)MADD 方式は「視点教育」に若干組み込ま
れているが、STP方式は組み込まれていない。
また東京家裁では「被害を考える教室」プロ
グラムを実施しているが、将来の充実を期待
し、今は暫定的VIPと考えれば肯定的に理解
できる。 
 
(4)ＮＰＯ法人「対話の会」は１クール6回、
１回1時間半のプログラムを作成、少年院の
長期生 10～10 数名を対象にしてグループワ
ークを実施する。3 ヶ月に１回のペースで実
施するので、１クール終わるのに１年半掛か
る。プログラムは前半と後半に分かれており、
前半では、トラブル乃至非行で被害が生じた
後、片や被害者少年とその家族、片や加害者
少年とその家族が直接会って忌憚なく話し
合い、まずくなった関係を解消して健全な関
係を築き直し再出発するという対話の会方
式の存在を知り、実情を学ぶ。 
後半では少年たちを被害者少年役、加害者

少年役に割り振ってロールプレーをしても
らい、被害者、加害者の気持ちを代理体験さ
せ、問題解決の技法を身につける。それらに
より、会の存在とその社会的意義を知る（広
報効果）と同時に、暴力によらず対話と説得
によって困難を解決する態度と技法を学ぶ
（教育効果）のである。 
 
(5)施設に赴いて講話活動、グループワーク
をする被害者・遺族に会い聴き取り調査を行
った。その目的意識、思いは様々であり、ス
テレオタイプな、平均値的な被害者像を我々
が捨てることを迫るのである。 
頻回少年院を訪問している遺族Ａ氏は少

年院生に共感的に接するようになり、将来の
キャリア相談にも乗っている。 
頻回訪問の別の被害者Ｂ氏は、少年は熱心

に聞いており、自分の息子と同年代であるた
めか「がんばってね」という気持ちになる。
一方、刑務所の収容者には変化が期待できな
いという印象を持ったため１回行ったのみ。
講話は自分の気持ちを整理するよい機会と
もなり、自分の回復につながっていると思う
と言う。 
また、別の被害者遺族Ｃ氏は少年院に行く

ようになった契機は警察署で講演したこと
であった。一方的講演でなく対話が救いにな
るので院生たちとの対話の機会が増えるこ
とを望む。自分と院生たちとの「予定調和の
関係」と、自分と息子を台無しにした加害者
少年との「実の関係」とは大きく乖離してい
ると言う。この乖離はＣ本人に大きなストレ
スになるか、講話活動を重ねていくことで実



 

 

の関係が予定調和の関係に接近してやがて
救いの道が開かれるのか、予測しにくい。 
次の被害者遺族Ｄ氏は院生が被害者の思
いを知らずに出院し、いわゆる更生していく
のに耐えられず、院生に被害者遺族の気持ち
を生々しく解ってもらうため、それに加えて
少年院をよく知るために講話をし始めたと
言う。退院後何年かすると共犯少年たちの所
在が解らなくなってしまった現実に疑問を
持ち、何らかの関係持続のための公的機関の
必要性を訴える。少年たち（当時）への認知、
将来的にこうありたいという関係について
我々の質問紙に丁寧に回答している。答えは
複雑で簡単には整理できないが、敵視し、不
信感を持ち、仇討ちしたいと答える一方で、
墓参、謝罪の手紙、生活状況を知らせる手紙
を望み、関係を切ることを欲していない。相
手少年の主張も聞きたいと思っているが、相
手も人間だと認めることを拒否する。Ｄ氏は
少年院と刑務所との両方で講話活動をして
いるが、「聞いている少年院生は許せるかも
しれない」と答えている。この言は許しの萌
芽であろうか。当局は、少年院は少年の更生
のための場所と割り切らず、被害者のエンパ
ワーの場所でもあるという認識を持つべき
である。「視点教育」を STP のように複眼的
に考えて、つまり加害者被害者双方のための
プログラムに構成し直して予算化するべき
であると思われる。これは相当な意識変化を
「お役所」に求めることになる。 
さらにＥ氏は被害者等支援と加害者処遇
が完全に分断された中では、被害者や遺族の
思いが十分に加害者の立ち直りに生かされ
ることが難しくなると言う。ある場面では、
被害者等と加害者に関わる制度の融合が必
要であると考える。被害者や遺族の回復を支
援し、同時に加害者をも社会に再統合するこ
とで、社会の人材はより豊かになり、犯罪が
生じにくい社会を作ることできると考えら
れると述べる。 
厳罰社会は分断社会であり、そのなかにあ
って「視点教育」が、衣食住を官給されて安
閑と生活している受刑者を絞り上げるため
のプログラムであるべきだという保守的渦
に対抗して苦闘しているのが現下の図式で
あろう。苦闘する「視点教育」の拡大発展を
目指すとすれば、その方向は複数考えられよ
うが、一つは被害者の福利とケアも刑務所の
仕事のうちとするという制度改革、意識改革
である。それは空想的か。しかしたとえば、
ある国のVIPでは犯人未検挙の被害者も参加
が歓迎されており、その場合、参加の結果、
未検挙ゆえの不安、恐怖は相当に軽減された
と言われる。 
 
(6)回収された調査票を分析した（N=40）。少
年院に行っている人は２４人、刑務所に出向

いている人は１７人であった。 
a)講話の目的は、再犯の防止、新たな被害

者を作らないことであり、加害者の健全な社
会復帰や改善更生にまで思いが及ばないこ
とがあるかもしれない。講話の内容は自身の
心境、心境の変化には当然触れるにしても、
各自の被害者について深く考えることをも
話題にして話す。「深く考えよ」と言われて
も彼ら受刑者院生に手がかりがあるように
は思われないがどうであろうか。話した内容
について別の日、別の時間に刑務所の職員が
フォローする必要があるのではないか。熱心
に聞いているという印象の％について院生
は７５％、受刑者は３５％であった。講話活
動を続ける％は、少年院において８０％、刑
務所において５９％であった。刑務所の「続
ける」％が低いのは、受刑者の「熱心に聞
く」％が低いことと連動している。講話活動
を継続する理由は、被害者をさらに増やさな
いという社会的意義を自覚するからだが、他
方、被害者遺族としては肉親の死を無駄にし
たくないという個人的、心理的事情も厳然と
してある。講話活動が被害者の回復過程を促
進するという仮説は当面立証できなかった。            
b)被害者の加害者に対する認知の評定結

果では、概して否定的感情が非常に強いこと
が解る。「自分の苦しみ以上に相手が苦しむ」、
「敵である」、「許せない」、「相手が事件と正
面から向き合っているとは思えない」、「相手
を信頼してなんぞいない」、「相手を同情して
なんぞいない」などは顕著である。 
c)関係の将来展望では、上記否定的感情が

強いので、死刑までを強く望んではいないも
のの、事故や病気で死ぬことを期待し、仇を
討ちたいと望む。それにも拘わらず「一生関
係を持たないで行く」、「何があっても拒絶す
る」、「相手が死刑になる」、「一生、少年院、
刑務所から出さない」「音信不通のままでず
っと過ごす」、「生涯顔を会わせない」などへ
の全面肯定に対しては迷いの気持ちが伺わ
れ、お花代、謝罪、生活状況、墓参を通して
のコミュニケーションを半分は許容するか
のようである。相手と共同して少年院で講演
をする、いつか一緒に社会奉仕をする、いつ
か相手と会い穏やかに別れる、仲介者を通じ
て関係改善をするなどの項目には、「反対」
または「あり得ない」と反応するのが圧倒的
であるが、前記D氏は例外的であろうか、こ
れらの項目に反対一辺倒ではなかった。 
総じて、活動の目的・動機は、さらに被害

者を出さないよう有意義な活動をしたい、自
分の心の整理をしたい（結果としてそれが救
いや回復につながる）、少年院生に被害者の
思いを知ってもらう、少年の自立の相談・援
助をしたい、など種々である。施設当局が持
つ再犯防止の問題意識と被害者の持つ「さら
に被害者を出さない」という願いには微妙な



 

 

ずれがある。また彼らは事件による直接の被
害の他、時に刑事司法諸機関の不適切な対応
により被害（二次被害）を受け、それが悪感
情として蓄積されていることを無視しては
成らず、講話活動をしている被害者にもそう
いうケースがある。このような悪感情を話す
ことが受刑者や院生の共感を呼ぶなら、犯罪
被害者と加害者との隙間を埋めることに繋
がるかもしれない。犯罪被害者のこのような
悪感情に対処し、精神的救いをもたらす社会
的セーフティネットは制度的に整備されて
いないから社会的に引きこもり、地域との繋
がりを失うケースがある。 
 
(7) 地方都市に開業する弁護士で、地域社会
で検挙された加害者少年に対する付添人活
動をし、同時にその事件の被害者との金銭的、
精神的な調停活動をしている人物にインタ
ビュー調査を実施した。留置されている少年
との接見の段階において独自の手法で自分
の半生を振り返らせる。振り返る中で他者の
存在に気づき少年の自尊心が高まることが
なければ、たとえ被害者に対面し謝罪や弁償
をしても空転するだけで無意味だという彼
なりの前提がある。加害者を敵として「悪者
退治こそ正義」というのなら兎も角（実際そ
ういう弁護士が多い）、被害者も加害者少年
も共に地域の人間関係のなかの生活者とし
て捉えようとする複眼的、現場的姿勢が、刑
事司法手続の初期段階（留置、接見、送致）
にも濃密にあり得ることが明らかになった。 
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